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１　

は
じ
め
に

平
成
29
年
３
月
30
日
、
平
成
29
年
第
一
回
東
京
都

議
会
定
例
会
に
お
い
て
、
特
定
異
性
接
客
営
業
等
の

規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
29
年
東
京
都
条
例
第
30

号
）
が
成
立
し
、
同
年
７
月
１
日
に
施
行
さ
れ
ま
し

た
。
本
稿
で
は
、
条
例
成
立
に
至
っ
た
経
緯
と
条
例

の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
る
と
と
も
に
、
施
行
後
の
警

視
庁
の
施
策
、今
後
の
展
望
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

２　

条
例
成
立
の
経
緯

近
年
、
繁
華
街
を
中
心
に
、「
女
子
高
校
生
」
を
商

品
化
し
た
い
わ
ゆ
る
「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」（
以
下
「
Ｊ
Ｋ

ビ
ジ
ネ
ス
」
と
い
う
。）
が
出
現
し
ま
し
た
。

Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
は
、
主
と
し
て
女
子
高
校
生
に

マ
ッ
サ
ー
ジ
等
を
行
わ
せ
た
り
、
会
話
や
ゲ
ー
ム
の

相
手
を
さ
せ
た
り
、
屋
外
で
客
と
一
緒
に
散
歩
を
さ

せ
る
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
営
業
で
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
一
部
の
店
舗
で
は
、
裏
オ
プ
シ
ョ
ン

と
呼
ば
れ
る
性
的
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
な
ど
、
福
祉
犯
罪
の
温
床
に
な
っ
て

い
る
と
と
も
に
、
青
少
年
の
健
全
育
成
に
悪
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
警
視
庁

で
は
、
悪
質
な
営
業
者
等
に
対
し
、
労
働
基
準
法
や

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す

る
法
律
等
の
各
種
法
令
を
適
用
し
、
平
成
24
年
１
月

以
降
、
平
成
28
年
末
ま
で
に
32
店
舗
55
人
を
検
挙
し

て
き
ま
し
た
（
図
１
）。

ま
た
、
警
視
庁
で
は
、
青
少
年
の
健
全
育
成
の
観

点
よ
り
、
平
成
25
年
４
月
か
ら
、
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
で
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図１　ＪＫビジネスに係る検挙数
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働
く
行
為
や
営
業
所
等
に
出
入
り
す
る
行
為
、
そ
れ

ら
の
行
為
を
行
う
よ
う
勧
誘
す
る
行
為
を
指
定
行
為

と
し
て
、
補
導
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、
平
成
27
年
１
月
か
ら
、
18
歳
未
満
の
少
年
に

加
え
、
18
歳
以
上
20
歳
未
満
の
高
校
生
等
も
補
導
対

象
に
す
る
な
ど
、
補
導
の
対
象
を
拡
大
し
、
平
成
25

年
４
月
以
降
、
平
成
28
年
末
ま
で
に
90
人
の
女
子
高

校
生
等
を
補
導
し
て
き
ま
し
た
（
図
２
）。

こ
う
し
た
取
組
も
あ
り
、
補
導
件
数
や
検
挙
件
数

は
減
少
し
て
お
り
、
一
定
の
成
果
は
現
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
都
内
に
お
け
る
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス

の
店
舗
数
は
、
平
成
28
年
１
月
末
時
点
で
警
視
庁
が

把
握
し
て
い
る
も
の
が
店
舗
型
だ
け
で
１
７
４
店
舗

あ
り
（
図
３
）、
当
時
の
法
令
で
は
、
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ

ス
の
店
舗
等
に
対
す
る
立
入
り
の
権
限
が
な
く
、
青

少
年
が
稼
働
し
て
い
る
か
、
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス

が
行
わ
れ
て
い
る
か
が
容
易
に
把
握
で
き
な
い
状
況

で
し
た
。
さ
ら
に
、
無
店
舗
型
営
業
の
形
態
も
現
れ

る
な
ど
、
そ
の
営
業
実
態
の
把
握
が
困
難
で
あ
る
ほ

か
、
営
業
者
も
表
面
的
に
は
、
労
働
基
準
法
等
の
現

行
法
令
に
触
れ
な
い
よ
う
巧
み
に
営
業
形
態
を
変
え

る
な
ど
、
悪
質
店
舗
の
取
締
り
が
困
難
で
あ
る
と

い
っ
た
課
題
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
警
視
庁
で
は
、
こ
う
し
た
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ

ス
の
は
ら
む
治
安
上
の
問
題
点
と
そ
れ
に
起
因
す
る

犯
罪
の
防
止
対
策
に
つ
い
て
、
幅
広
い
視
点
か
ら
検

討
を
行
う
た
め
、
外
部
有
識
者
５
名（

注
）か

ら
な
る
「
い

わ
ゆ
る
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
犯
罪
防
止
対
策
の

在
り
方
に
関
す
る
有
識
者
懇
談
会
」
を
設
置
し
ま
し

た
。
同
懇
談
会
は
平
成
28
年
２
月
か
ら
５
月
ま
で
計

４
回
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
、
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け

る
犯
罪
防
止
対
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
議
論
が
重
ね

ら
れ
る
と
と
も
に
、
同
年
５
月
25
日
に
は
、「
い
わ

ゆ
る
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
犯
罪
防
止
対
策
の
在

り
方
に
関
す
る
報
告
書
」
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
に

至
り
ま
し
た
。
同
報
告
書
で
は
、

青
少
年
の
健
全
育
成
及
び
清
浄
な
風
俗
環
境
の

保
持
並
び
に
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
に
起
因
す
る
犯
罪
防

止
の
た
め
に
は
、

・	

法
的
規
制

・	

青
少
年
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
の
整
備
の
両
面

に
お
け
る
対
策
が
必
要
で
あ
る
。

と
の
基
本
的
な
考
え
方
を
も
と
に
、
本
報
告
書

を
取
り
ま
と
め
る
に
至
っ
た
。

と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
策
に
つ
い
て
具
体
的
な
在

り
方
が
提
言
さ
れ
ま
し
た
。
ま
と
め
と
し
て
、「
今

後
は
、
本
報
告
書
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
、
関
係
者
に

よ
り
早
急
か
つ
積
極
的
に
取
組
が
進
め
ら
れ
る
こ
と

を
期
待
す
る
」
と
の
意
見
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

同
報
告
書
を
踏
ま
え
、
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
に
係
る
法

的
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討
が
進
め

ら
れ
た
結
果
、
特
定
異
性
接
客
営
業
等
の
規
制
に
関

※１　平成25年４月　JKビジネスで稼働する18歳未満の児童
を、補導対象に追加

※２　平成27年１月　JKビジネスで稼働する18歳以上の高校
生等を、補導対象に追加

図２　ＪＫビジネスに係る補導人員
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す
る
条
例
案
が
平
成
29
年
第
一
回
東
京
都
議
会
定
例

会
に
提
出
さ
れ
、
３
月
30
日
に
成
立
、
翌
31
日
に
公

布
さ
れ
ま
し
た
。

３　

条
例
の
概
要

本
条
例
の
主
な
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

（
１
）
目
的
（
第
１
条
）

本
条
例
の
目
的
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻

害
す
る
行
為
及
び
青
少
年
を
被
害
者
と
す
る
犯
罪
を

防
止
す
る
こ
と
と
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

（
２
）
定
義
（
第
２
条
）

①
青
少
年

本
条
例
で
規
定
す
る
青
少
年
に
つ
い
て
、
18
歳
未

満
の
者
と
定
義
さ
れ
ま
し
た
。

②
特
定
異
性
接
客
営
業

店
舗
型
、
無
店
舗
型
の
そ
れ
ぞ
れ
の
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ

ス
に
つ
い
て
、

ア　

専
ら
異
性
の
客
に
接
触
し
、
又
は
接
触
さ
せ

る
役
務
を
提
供
す
る
営
業（
い
わ
ゆ
る
リ
フ
レ
）

イ　

専
ら
客
に
異
性
の
人
の
姿
態
を
見
せ
る
役
務

を
提
供
す
る
営
業
（
い
わ
ゆ
る
見
学
、
撮
影
、

作
業
所
）

ウ　

専
ら
異
性
の
客
の
接
待
を
す
る
役
務
を
提
供

す
る
営
業
（
い
わ
ゆ
る
コ
ミ
ュ
）

エ　

設
備
を
設
け
て
客
に
飲
食
を
さ
せ
る
営
業

で
、
専
ら
異
性
の
客
に
接
す
る
も
の
（
い
わ
ゆ

る
カ
フ
ェ
、
店
舗
型
の
み
）

オ　

専
ら
異
性
の
客
に
同
伴
す
る
役
務
を
提
供
す

る
営
業
（
い
わ
ゆ
る
散
歩
、
無
店
舗
型
の
み
）

の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
て
、
青
少
年
が
客
に
接
す
る
業

務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
・
連
想
さ
せ
る
も

の
と
し
て
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
文
字
等
を
営

業
所
の
名
称
、
広
告
宣
伝
に
用
い
る
も
の
又
は
公
安

委
員
会
規
則
で
定
め
る
衣
服
を
客
に
接
す
る
業
務
に

従
事
す
る
者
が
着
用
す
る
も
の
で
、
青
少
年
に
関
す

る
性
的
好
奇
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
風

俗
営
業
、
性
風
俗
特
殊
営
業
、
特
定
遊
興
飲
食
店
営

業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）
が
特
定
異
性
接
客

営
業
と
し
て
定
義
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
平
成
29
年
５
月
15
日
に
公
布
さ
れ
た
特
定

異
性
接
客
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
平
成
29
年
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以

下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。）
第
２
条
に
お
い
て
、

公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
文
字
、
数
字
そ
の
他
の

記
号
と
し
て
、
Ｊ
Ｋ
等
79
語
が
、
施
行
規
則
第
３
条

に
お
い
て
、
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
映
像
、
写

真
又
は
絵
と
し
て
、
生
徒
制
服
若
し
く
は
体
操
着
又

は
こ
れ
ら
を
着
用
す
る
人
の
姿
態
を
表
す
も
の
が
、

施
行
規
則
第
４
条
に
お
い
て
、
公
安
委
員
会
規
則
で

定
め
る
衣
服
と
し
て
生
徒
制
服
又
は
体
操
着
が
、
そ

れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

③
特
定
衣
類
着
用
飲
食
店
営
業

い
わ
ゆ
る
ガ
ー
ル
ズ
バ
ー
、
ガ
ー
ル
ズ
居
酒
屋
に

つ
い
て
、
設
備
を
設
け
て
客
に
飲
食
さ
せ
る
営
業
の

う
ち
、
水
着
、
下
着
そ
の
他
の
公
安
委
員
会
規
則
で

定
め
る
衣
服
を
客
に
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
が

着
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
の
性
的
好
奇
心
を
そ

そ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
風
俗
営
業
、
特
定
遊
興

飲
食
店
営
業
、
特
定
異
性
接
客
営
業
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。）
が
特
定
衣
類
着
用
飲
食
店
営
業
と
し

て
定
義
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
施
行
規
則
第
５
条
に
お
い
て
、
公
安
委
員

会
規
則
で
定
め
る
衣
服
と
し
て
、
水
着
又
は
下
着
が

定
め
ら
れ
ま
し
た
。

（
３
）
責
務
（
第
３
条
〜
第
５
条
）

都
の
責
務
と
し
て
、
特
定
異
性
接
客
営
業
及
び
特

定
衣
類
着
用
飲
食
店
営
業
（
以
下
「
特
定
異
性
接
客

営
業
等
」
と
い
う
。）
に
関
し
、
本
条
例
の
目
的
を

達
す
る
た
め
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
さ
れ

ま
し
た
。

ま
た
、
都
民
の
責
務
と
し
て
、
都
が
行
う
施
策
に

協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
青
少
年
の
教
育
又
は
育
成
に
携
わ
る
者

の
責
務
と
し
て
、
青
少
年
に
対
し
、
特
定
異
性
接
客

営
業
等
が
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
と
と
も

に
、
当
該
営
業
に
関
わ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
指
導
、

先進・ユニーク条例
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助
言
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

さ
れ
ま
し
た
。

（
４
）
特
定
異
性
接
客
営
業
の
届
出
（
第
６
条
）

都
内
に
営
業
所
・
事
務
所
・
受
付
所
を
設
け
て
（
事

務
所
の
な
い
者
は
住
所
を
有
し
て
）
特
定
異
性
接
客

営
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
東
京
都
公
安
委
員
会

（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

（
５
）
特
定
異
性
接
客
営
業
に
係
る
営
業
所
等
の
設

置
禁
止
区
域
（
第
７
条
）

特
定
異
性
接
客
営
業
者
は
、
学
校
（
大
学
を
除

く
。）、
児
童
福
祉
施
設
、
入
院
施
設
の
あ
る
病
院
等

の
周
囲
２
０
０
メ
ー
ト
ル
の
区
域
内
及
び
い
わ
ゆ
る

住
居
集
合
地
域
内
に
お
い
て
は
、
営
業
所
又
は
受
付

所
を
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

（
６
）
営
業
者
の
禁
止
行
為
（
第
８
条
）

特
定
異
性
接
客
営
業
者
及
び
特
定
衣
類
着
用
飲
食

店
営
業
者
（
以
下
「
特
定
異
性
接
客
営
業
者
等
」
と

い
う
。）
は
、
青
少
年
を
客
に
接
す
る
業
務
に
従
事

さ
せ
る
こ
と
、
営
業
所
等
に
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ

る
こ
と
等
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

（
７
）
特
定
異
性
接
客
営
業
に
係
る
広
告
及
び
宣
伝

の
規
制
（
第
９
条
）

何
人
も
、
特
定
異
性
接
客
営
業
の
営
業
所
等
設
置

禁
止
区
域
内
に
お
い
て
は
、
特
定
異
性
接
客
営
業
に

係
る
広
告
物
の
表
示
、
広
告
文
書
等
の
配
布
を
し
て

は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

（
８
）
勧
誘
行
為
等
の
禁
止
（
第
10
条
）

何
人
も
、
特
定
異
性
接
客
営
業
等
に
関
し
、
次
に
掲

げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

・	

青
少
年
に
対
し
、
客
に
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る

よ
う
勧
誘
す
る
こ
と
、
客
と
な
る
よ
う
勧
誘
す
る

こ
と
又
は
広
告
文
書
等
を
配
布
す
る
こ
と

・	

青
少
年
に
、
客
に
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
よ
う

勧
誘
す
る
こ
と
、
客
と
な
る
よ
う
勧
誘
す
る
こ
と
又

は
広
告
文
書
等
を
配
布
す
る
こ
と
を
さ
せ
る
こ
と

（
９
）
公
安
委
員
会
に
よ
る
指
示
、
命
令
（
第
11
条
、

第
12
条
）

公
安
委
員
会
は
、
特
定
異
性
接
客
営
業
者
等
又
は

そ
れ
ら
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
本

条
例
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
必
要
な
指
示
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
公
安
委
員
会
は
、

・	

特
定
異
性
接
客
営
業
者
等
が
公
安
委
員
会
の
指
示

等
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き

・	

特
定
異
性
接
客
営
業
者
等
又
は
そ
れ
ら
の
代
理
人

等
が
本
条
例
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
本
条

例
で
定
め
る
他
法
令
の
規
定
に
該
当
す
る
行
為
を

し
た
と
き

は
、
特
定
異
性
接
客
営
業
者
等
に
対
し
、
営
業
の
全

部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
公
安
委
員
会
は
、
特
定
異
性
接
客
営
業

者
が
営
業
所
等
の
設
置
禁
止
区
域
に
営
業
所
等
を
設

け
て
営
ん
で
い
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
営
業
の
廃
止

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

（
10
）
従
業
員
名
簿
の
備
え
付
け
（
第
15
条
）

特
定
異
性
接
客
営
業
者
等
は
、
営
業
所
・
事
務
所

等
ご
と
に
、
従
業
員
名
簿
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

（
11
）
報
告
及
び
立
入
り
（
第
16
条
）

公
安
委
員
会
は
、
本
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度

に
お
い
て
、
特
定
異
性
接
客
営
業
者
等
に
対
し
、
業

務
に
関
し
て
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
警
察
職
員
は
、
本
条
例
の
施
行
に
必
要
な

限
度
に
お
い
て
、
特
定
異
性
接
客
営
業
等
の
営
業
所

等
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

（
12
）
警
察
官
に
よ
る
中
止
命
令
（
第
17
条
）

警
察
官
は
、
特
定
異
性
接
客
営
業
等
に
関
し
、
広
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告
物
の
表
示
、
広
告
文
書
等
の
配
布
に
係
る
違
反
行

為
を
し
て
い
る
者
に
対
し
、
当
該
違
反
行
為
の
中
止

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

（
13
）
罰
則
（
第
20
条
）

本
条
例
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
等
の
罰
則
が
定

め
ら
れ
ま
し
た
。

４　

条
例
を
基
に
し
た
こ
れ
ま
で
の
取

組
（
１
）警
視
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、広
報
誌
、リ
ー
フ
レ
ッ

ト
に
よ
る
広
報
啓
発
活
動

警
視
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
条
例
、
規
則
の
条
文
、

届
出
に
必
要
な
書
類
な
ど
を
掲
載
中
で
あ
る
ほ
か
、

「
広
報
け
い
し
ち
ょ
う
」（
約
３
４
９
万
部
発
行
、
約

３
３
７
万
世
帯
）、「
家
庭
と
防
犯
」（
約
２
万
１
０
０
０

部
配
布
）
に
本
条
例
の
概
要
及
び
被
害
防
止
、
相
談

先
等
に
つ
い
て
掲
載
。
ま
た
、
警
視
庁
独
自
で
営
業

者
向
け
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
、
条
例
・
規
則
の

概
要
、
届
出
・
手
続
等
に
つ
い
て
、
全
警
察
署
に
配

布
の
上
周
知
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

（
２
）
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
実
施

【
平
成
29
年
７
月
１
日　

Ｊ
Ｒ
原
宿
駅
前
】

・	

警
視
庁
少
年
育
成
課
長
、
東
京
都
青
少
年
・
治

安
対
策
本
部
青
少
年
課
長
以
下
大
学
生
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
含
め
約
30
名
で
実
施
。

・	

原
宿
を
訪
れ
た
観
光
客
や
女
性
等
に
対
し
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
等
を
配
布
し
、
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
に
潜

在
す
る
危
険
性
等
に
つ
い
て
街
頭
で
説
明
を
行

い
ま
し
た
。

【
平
成
29
年
７
月
25
日　

秋
葉
原
Ｕ
Ｄ
Ｘ
２
階

「A
K

IB
A

 S
Q

U
A

R
E

」】

・	

「
ド
ロ
沼
に
は
ま
る
な
！
に
こ
る
ん
と
一
緒
に

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
と
題
し
、
Ｊ
Ｋ

ビ
ジ
ネ
ス
啓
発
イ
ベ
ン
ト
を
東
京
都
青
少
年
・

治
安
対
策
本
部
と
協
働
し
て
実
施
。

・	

都
か
ら
は
東
京
都
青
少
年
・
治
安
対
策
本
部
長

以
下
が
出
席
、警
視
庁
か
ら
は
生
活
安
全
部
長
、

少
年
育
成
課
長
以
下
が
出
席
。

・	

若
者
に
発
信
力
の
あ
る
タ
レ
ン
ト
藤
田
ニ
コ
ル

さ
ん
、
や
し
ろ
優
さ
ん
を
起
用
し
、
ク
イ
ズ
形

式
を
取
り
入
れ
て
分
か
り
や
す
く
、
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ

ネ
ス
に
対
す
る
危
険
性
及
び
実
態
に
つ
い
て
広

く
啓
発
し
ま
し
た
。

（
３
）
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
す
る
被
害
防
止
教
室
等

の
実
施
に
つ
い
て

本
年
６
月
末
ま
で
に
、非
行
防
止
教
室
と
合
わ
せ
、

中
学
校
１
９
１
回
、
高
校
１
８
１
回
、
計
３
７
２
回

実
施
、
青
少
年
、
特
に
女
子
児
童
に
対
す
る
教
室
を

実
施
し
て
お
り
ま
す
。
本
年
６
月
14
日
女
子
美
術
大

学
付
属
高
等
学
校
（
杉
並
区
）
で
行
わ
れ
た
被
害
防

止
教
室
は
新
聞
等
で
「
詳
し
い
話
が
聞
け
て
怖
さ
を

実
感
で
き
た
、
私
は
絶
対
に
や
ら
な
い
」
な
ど
、
参

加
し
た
女
子
高
校
生
の
声
が
記
事
と
し
て
報
道
さ
れ

る
等
大
き
な
反
響
を
得
ま
し
た
。
今
後
も
高
校
生
等

を
中
心
に
保
護
者
も
対
象
と
し
た
教
室
を
数
多
く
実

施
し
て
い
き
ま
す
。

（
４
）
補
導
、
立
入
り
の
推
進

本
年
１
月
か
ら
６
月
末
ま
で
で
、
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス

に
関
連
し
た
補
導
人
員
に
つ
い
て
は
31
人
と
な
っ
て 女子美術大学付属高等学校での被害防止教室の様子

先進・ユニーク条例
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い
ま
す
。

ま
た
、
本
年
４
月
８
日
に
は
、
条
例
の
公
布
に
合

わ
せ
、
秋
葉
原
、
渋
谷
、
新
宿
、
池
袋
地
区
に
お
い

て
一
斉
補
導
を
実
施
し
、
施
行
後
の
７
月
21
日
に
は

条
例
に
基
づ
き
、
秋
葉
原
の
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
店
11
店

舗
に
対
し
て
立
入
り
調
査
を
実
施
、
５
店
舗
を
行
政

指
導
し
ま
し
た
。
補
導
、
立
入
り
共
に
主
要
新
聞
社

各
紙
で
広
く
報
道
さ
れ
大
き
な
反
響
を
得
ま
し
た
。

（
５
）
店
舗
に
対
す
る
取
締
り
の
徹
底

本
年
６
月
末
ま
で
に
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
店
舗
関
連
の

事
件
検
挙
は
平
成
24
年
２
月
に
児
童
の
下
着
を
客
に

覗
き
見
さ
せ
て
い
た
店
長
等
を
労
働
基
準
法
違
反
で

検
挙
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及

び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
及
び
児
童
福
祉

法
違
反
に
よ
り
、
現
在
ま
で
39
店
舗
、
44
件
、
62
人

を
検
挙
し
て
い
ま
す
。

最
近
の
検
挙
事
例
で
は
、
７
月
４
日
店
舗
型
特
定

異
性
接
客
営
業
（
散
歩
）
の
店
長
が
16
歳
の
女
子
高

校
生
に
男
性
客
と
性
交
さ
せ
た
事
実
で
児
童
福
祉
法

違
反
と
し
て
検
挙
し
、
主
要
新
聞
社
各
紙
で
も
広
く

報
道
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
も
条
例
を
適
用
し
た
事
件
検
挙
を
含
め
て
取

締
り
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

５　

お
わ
り
に

本
条
例
成
立
後
の
平
成
29
年
４
月
８
日
、秋
葉
原
、

渋
谷
、
新
宿
、
池
袋
の
４
地
区
に
お
い
て
一
斉
補
導

を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
で
稼
働
す
る

青
少
年
を
20
人
補
導
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
ま
た
、

同
年
５
月
９
日
、
Ｊ
Ｋ
カ
フ
ェ
の
営
業
者
が
、
露
出

度
の
高
い
衣
装
を
着
用
さ
せ
て
接
客
す
る
ア
ル
バ
イ

ト
を
辞
め
た
が
っ
て
い
る
青
少
年
を
辞
め
さ
せ
ず
に

稼
働
さ
せ
た
と
し
て
児
童
福
祉
法
違
反
（
有
害
目
的

で
児
童
を
支
配
下
に
置
く
行
為
の
禁
止
）
で
検
挙
さ

れ
る
な
ど
、
依
然
と
し
て
青
少
年
が
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス

で
稼
働
し
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
が
阻
害
さ
れ
て

い
る
状
況
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

今
後
も
、
本
条
例
に
定
め
ら
れ
た
各
種
規
制
を
適

正
に
運
用
し
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る

違
法
な
行
為
に
対
す
る
取
締
り
を
徹
底
す
る
こ
と
は

も
と
よ
り
、
関
係
部
局
、
特
に
学
校
等
教
育
関
係
者

と
連
携
し
て
、
社
会
全
体
の
機
運
の
醸
成
を
図
る
と

と
も
に
、
青
少
年
に
対
し
、
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
で
稼
働

す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
指
導
助
言
を
行
っ
て
い
く
こ

と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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一斉補導の様子


